
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 神戸市消防局消防署所18施設低圧電力電気調達 

 契 約 業 者 名 川重商事株式会社 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 当該事業について、令和5年5月供給開始に向け、専決規程に基づき、令和5年１月18日
より見積合せ（3者）を行い、川重商事㈱と契約事務を進めようとしていたところ、令和

５年３月９日付行業第2496号「「神戸市長の権限に属する事務の専決規程」の改正につい

て（通知）」が発出され、経理契約の要求基準が変更になった。改正後の専決規程では、

当該案件については経理契約することとなるが、施行日である3月10日以前に見積合わせ

等に着手していたことから、川重商事㈱と随意契約を行うものである。 
 

担当部署 

（問合せ先） 

 

消防局総務課経理担当  （電話番号322－5738） 

 

 

 

 

 


